
プレスリリース

平成１３年１１月２６日

生産局畜産部衛生課

肉骨粉等を給与された牛の取扱いについて

９月１２日から３０日にかけて実施した全戸全頭検査の結果、肉骨粉等を給与された

牛が全国で５，１２９頭飼育されていることが判明したことについて、１０月２５日付

けのプレスリリースでお知らせしたところです。

今後これらの牛については、我が国のＢＳＥ防疫を進める上での知見を得るため、生

産者の同意の下、搾乳終了後の廃用等の時点で評価・と殺して、ＢＳＥ検査を行い、デ

ータを収集することとし、これに要する経費を実施団体に助成することにしたので、お

知らせします。

なお、検査に供された牛については、最終的に焼却処分することとなります。
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